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事務総局会議配布資料
（平成29． 6． 6総一印）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して
最高裁判所に申出がなされた不服の処理状況
（平成28年4月1．日～平成29年3月末日）

1不服の総処理件数

87件

2長官決裁による処理

2件

3局長等による専決処理状況

（1）処理件数84件

（2）処理結果

監督権不行使84件

(3)概要：別添のとおり

（局課別内訳）

秘書課2件，総務局3件，人事局2件，民事局36件，刑事局17件，行政
局9件，家庭局15件

（態様内訳）

裁判事務関係72件，司法行政事務関係 12件
(4)特徴的態様

態様の内訳としては，裁判事務関係の不服が全体の約86パーセントを占め
る。また申出人の類型としては,､判断，判決への不服や訴訟進行への不服等事
件当事者からのものが約88パーセントを占める。
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(別添）

裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の専決処理等
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対象職員は裁判官及び搭記

萱 ■■
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対象職員’担当局課 申出人類型 対象砺務 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

I
対象職員は裁判官及び書記
官民事局 当事者 裁判事務 その他4．1 局長等専決 監督権不行使H29.3.29

I ’’
1 1

対象職員は裁判官及び書記
官

当事者民瓢局 その他42 裁判事務 局長等専決 監督権不行使H29.3.29

’
1 1 1

■ 且 ■

､

I

民事局 当事者 裁判誰務 裁判官43 局長等専決 監督権不行使1-129.3.31

Ⅱ 1

刑事局 当事者 裁判官“ 裁判事務 局長等専決 監督権不行使H28.4.18

’刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 ｜

Ⅱ

45 局長等専決 監督権不行使H28.6.30

羊
つ

豆裁判の当事者から司法行政率務を対象として申出のあったもの
客裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 9
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一

46

47

48

49

50

一
，
一

鴬裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの ・
霞裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 10

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H28.11.17 局長等専決 監蟹樋不行使

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H28bll25 局長等専決 監督梅不行使

刑事局 当事者 蛾判率務 裁判官

ー

H28.11.29 局長等専決 監督糧不行使

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H28●12.1 局長等専決 監督櫓不行使

刑事局 当事者 戴判事務 書配官 H2961.16 局長等専決 監督椎不行使
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ー

51

52

53

54

55

ｰ

~､｡

毎裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
雨裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 11

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 礁考

刑事局 当事者 餓判事務 裁判官’ H29.1.18 局長等専決 監督権不行使

刑事局 その他 裁判事務 裁判官 H29.1.26 局長等専決 監督樋不行使

刑事局 当事者 戦判事務 害記官 H291.26 局長等専決 監督権不行使

刑事局 その他 餓判事務 裁判官 H29.216 星.唾壁奄塗〃~ユママ”、 監督樋不行使

1

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官 H29d2.16 局長等専決 監督権不行使
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ー一ぜ

56

57

、

一

身麹

忠裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
面裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 12

－

担当局課 申出人類型 対象事務
●

対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

刑事局 当事者 裁判事務 裁判官、 H29.221 局長等専決 藍督鐙不行使

刑事局 当事者

一一

裁判事務 ‘ 書記官 H293.1 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当事者 鏑判事務 裁判官｜ H2963.27 局長等専決 監督権不行使

刑事局 当事者 蕊判事務 裁判官 H29.327 局長等専決 監督権不行使‘ ﾛ■■■■■

刑事局 当率者 裁判事務 裁判官一 H29.3.27
局● 長等専決 監督桧不行使
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一

62

63

65

グ

一
へ
一

雪裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
雪裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 13

ｰ一一一一一

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

行政局 弁鰻士 戴判事務 難判官 ~■■■■■■■ H28.7.11 局長等専決 監督擢不行使

行政局 当事者 餓判事務 書記官 H28.7.11 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 裁判官’ H287.13 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 数判事務 書配官 H289.20 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 薮判事務 その他 ． H29.11.9 局長等専決 監督権不行使
対象職
官
員は裁判官及び書記
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69

ー
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青裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
眉裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 14

担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処頚題麺 処理結果 備考

行政局 当事者 裁判事務 その他 H29.1228 局長等専決 監笹糧不行使
対
官
象職員は裁判官及び書記

行政局 当事者 蕊判事務 裁判官 H29.1d27 局長等専決 監督桧不行使

行政局 当事者 蕊判事務 裁判官

、‐

H”ご'2 局長等専決 監督権不行使

行政局 当事者 裁判事務 書記官’ H293d27 局長等専決 監督撫不行使

家庭局 当事者 蛾判事務 裁判官

j

T

心
凸

｡

H285.2 局長等専決 監督捲不行使
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照|担当馬課|廟出人顛型|癖事務｜'申出人類型 対象事務 ｜

’ ’ ’｜ 処理日対象職員 不服の内容 処理類型 処理結果 備考

’

局長等専決監督権不行使家庭局 当事者71 難判事務 ｜裁判官 H28.7.22

● 卓

､

凸

家庭局 当事者72 戴判事務 裁判官 H28.8.25 1局長等専決 監督権不行使

|局長等専決
I丑導

家庭局 その他73 裁判官裁判事務 H28.9.5 監督権不行使

’
I

I
一四

I DI ‐一一~~一 ‐ ~ ‐

騰濡権不行使 ’家庭局 当事者74 裁判蛎務 裁判官 局長等専決H28.9..12

｜ l Il

B l

■

司法行政事務’ その他 ’

b
L

一 再F－－ －－ニーマ否 =一一■ー一一一守一＝－一一ー､守 口ﾛ －－･ーー－－－
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■
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， １

１
１
●
１
１
１
Ⅱ
１

４
，
１
１

Ｉ

家庭局 局長等専決

’
当顛者

’
75

監督権不行使H28.9.21
１
１
１
１ ’Ｉ

ｊ

ｊ
Ｉ
１
ｌ
１
ｌ
』
〆
・
応
Ｉ

&錘越逮蕊塗翰幽I‐Fー
ー

一

‐
~裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
・裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 15
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一

’担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理日 処理類型 処理結果 備考

I

’

｜

’家庭局 当事者 裁判辮務 裁判官 局長等専決 監督権不行使 ’76
一

I-128.9.27

1 1 1 1 1 1

ロ I

L－－’家庭局 当事者 裁判官裁判事務 監督権不行使77 局長等専決H28.12.1

’781家庭局 当事者 裁判班務 裁判官 局長等専決 監督権不行使H28.12.26

１
１
１

家庭局 当事者 裁判蛎務 裁判官 局長零専決 監督権不行使79 H2941.5

ﾛ ■

■ 画
ｒ
Ｒ

u…
’

■■■■■

■
！
■
■
■
■
■
■
■

弓0

－

「

監督権不行使 ，

*

Ｉ

■n

F■

１

１
１

宝庭局 当事者 司法行政XK務 その他80 局長等専決H29_1,20
｜
’

~輝ﾘｰ懸I 中I
1

1

＝→

割

~裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
=裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 16
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I

| 処理圏 ’処理日担当局課 申出人類型 対象事務 対象職員 不服の内容 処理類型 処理結果 備考

’
~

’ 対象職員は裁判官及び書記
官

家庭局 その他 裁判蕊務 その他81 局長等専決 監督権不行使H29.2.15

Ⅱ ﾛ ﾛ ﾛ

家庭局 その他 裁判事務 その他82 局長等専決 監督権不行使H29.3.9

■■■■ ■

対象臓員は裁判官及び書記
官

家庭局 当事者 裁判事務 その他83 局長等専決 監督権不行使H29.3|.14

今日 日

’
I

その他 ’
対象職員は裁判官及び書記
官 ．

841家庭局 当事者 裁判事務 局長等専決 監督権不行使H29.3.14

’

’

1 ．全

”

隅裁判の当事者から司法行政事務を対象として申出のあったもの
噂裁判の当事者以外から司法行政事務を対象として申出のあったもの 17
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裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高麹判所に申出がなされた不服の専決処理等（参考）

担当局課 不服の内容 処理結果 儲考

て.露剰所法82条の不服として
人事局 その他 魏判官司法行政事務1 長官決裁 監督櫓不行使Hma25

処理をした。

一
》

人事局 裁判官その他 司法行政事務 長官決裁2 H28b830 監督桧不行使
〕

民事局 弁護士 司法行政事務 その他 その他3 H2b2.14 その他

~

篭．
18



事務総局会議資料茅3
《 も月ら日開催）

一

(平成29． 6． 6刑一印）

検察審査会事務局長研究会の開催について I

主催 次による共催

(1)東京，仙台各高等裁判所

(2)大阪，高松各高等裁判所

(3) 名古屋，札幌各高等裁判所

(4)広島福岡各高等裁判所

平成29年10月1日から10月31日までの間の1日

1

期日

開催場所

２
３ 1の(1)については，東京高等裁判所

1の(2)については,大阪高等裁判所

。の(3)については，名古屋高等裁判所

1の(4)については，広島高等裁判所

（1）事件の審査や審査会議運営のための補助事務に関し考慮すべ

き事項

（2）検察審査会行政事務に関し考慮すべき事項

地方裁判所本庁所在地にある検察審査会（ただし，東京，横浜，

さいたま，千葉，大阪，京都,神戸，名古屋，広島及び福岡にあっ

て′

研究事項4

研究員5

ては第一検察審査会）及び上記検察審査会以外で検察審査員選定手

続を集約処理している検察審査会（立川，小田原，沼津，浜松，松

本，堺，姫路，岡崎小倉，郡山）の検察審査会事務局長とする。

‘なお， これらの研究員に加え，各高等裁判所管内の実情に応じて

主催庁において調整の上，若干名の検察審査会事務局長を選定する

ことは差し支えない。

開催場所にある第一検察審査会の検察審査会事務局長

f

▲

司会者6


